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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱 

に係る疑義解釈について 

 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 神奈川県医師会理事より、標記の件について通知がまいりましたのでお知ら

せ致します。尚、今後この内容は変更されることがありますことをご承知おきく

ださい。 

 



令和2年4月3日

神奈川県医師会

理　事　　石　井　貴　士
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神奈川県医師会

健保委員会委員　　殿

新型コロナウイルス感染症に対する診療報酬関連の通知ついて

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため健保委員会が開催できない状

況となっております。このような状況を考慮して、新型コロナウイルスに関する

3月27日までに発出された関連通知について作成いたしましたのでご参照くだ

さい。

なお、内容は現時点での解釈であり、今後変更される場合がございます。

また、本文中にございます厚生局に照会中の部分につきましては回答が入り

次第ご案内申し上げる予定ですので、ご了承ください。

※この資料は、健保委員会委員の参考資料としてご活用いただき、貴会会員へ案

内する場合は、解釈が変更となる場合がある旨、ご周知ください。

連絡先：神奈川県医師会保険医療学術課深澤 

〒231－0037神奈川県横浜市中区富士見町3－1 

TELO45－241－7000（代） 

FAXO45－241－1464 

e・mail：y・Rlkazawa＠kanagaWa．med，Or．jp 
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1、電話や情報通億機番を用いた診察や処方箋の取り扱いについて（陀／〝28事

務連絡）※7ページ別添2

この事務連絡が囁矢になっております。ポイントを下記に記します。

従前の電話再診では処方箋発行は不可であった。今回特例として、慢性疾患

等で定期吋に受診している患者等について、電話による診察（もしくはオンライ

ン診療）でこれまでも当該患者に対して処方されていた薬に対し処方箋を発行

できるようになった。

医療機関は処方箋情報をファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付す

る。

●1：具体的な算定方法は？

電話再診料（73）十処方箋料（謂～68）

●2：併算定できる項目は

再診料の加算として　　　　　　　　、
・明細書発行体制加算（1）

・時間外・休日・深夜加算（65・190・4卸）

・夜間早朝加算（50）

・時間外対応加算1．2．3（5・3・1）

・乳幼児加算（謂）

処方箋料の加算として

・一般名処方加算1．2（6・4）

●3：併算定できない項目
・外来管理加算

・地域包括診療加算1．2

・各種管理料　（3月27日事務連絡により一部管理料は電話再診でも

オンライン管理料は算定可能となっています。後適します）
・特定疾患処方管理加算1．2（18．66）

この後、疑義解釈が多数発出されております。その中でポイントとなる重要

と思われる項目を示します（重要度や流れを考慮し一部発出順を不同にしてあ

ります）。

●4：院内処方を行なっている医療機関に関して

院外処方の取り扱い同様、慢性疾患等で定期的に受診している患者等につ

いて、電話による診察（もしくはオンライン診療）でこれまでも当蕨患者に対

して処方されていた薬に対し電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料
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を算定できる。

●5：在宅関連

過去3ケ月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期

受診の患者について、電静等にて診察した場合について。

衛生材料・保険医療材料を支給し、在宅療養の方法や緊急時の措置等に関す

る指導内容や支給衛生材料の量等を診療痕に記載した場合、在宅療養指導管理

料・在宅療養指導管理材料加算を算定できる。材料は患者、家族等に直接支給

することを原則とするが、患者の看護に当たる者がいない等の理由により困難

な場合は、当該理由を診療録に記載するとともに患者宅に郵送して差し支えな

い。

●6：慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する治療等について
・これまでと同様の薬剤の処方については上述の通り。

・発症が容易に予測される症状の変化に対する処方について

当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、こ

れまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話等を用いた診察で処方するこ

とも可能である。この場合、電話等を用いた診療により生じる不利益、発症が

容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について患者に説明し、その

内容を診療録に記載する事。なお本事務連絡の取り扱い廃止後は対面診療を

行う事。

●7：地域包括診療加算・地域包括診療科の施設基準に規定する慢性疾患の指導

にかかる適切な研修についで、2年毎の届出が必要とされているが、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止のため、研修が中止される等のやむを得ない事情笹よ

り、研修に係る算定要件を満たせない場合の取り扱い。

届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし研修が受けられ

るようになった場合には、速やかに研修を受講し遅滞なく届出を行うこと。

●8：往診について

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える

往診又は訪問診療は、絶対的な理由がある場合には認められることとされて

いる。自宅で療養する新型コロナ感染症患者に往診が必要な場合であって、対

応可能な医療機関が近隣に近在しない場合や、対応可能な医療機関が近隣に

存在していでも往診を行なっていない場合には、16キロメートルを超える

往診等を必要とする絶対的理由に含まれ往診は可能である。
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●9：確認中の事項

3月27日事務連絡※6ページ記載

開1事痍連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報 

通信機器を用いた診療及び処方を行うこきが可能とされた。この場合であって、 

当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療 

において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器 

を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取 

扱いとなるか。 

（答）

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計

画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通倍機器を用いた場合」が注に規定

されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用い

た診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に

規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。

なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な

見直しを行うこと。

以下の点を厚生局に席会中です。
・オンライン診療科に係る届出を行なっていなくとも時限的に算定可能なの

か？

・電話のみによる対応で算定可能なのか？

・情報通信機器を用いた場合の管理料は、「次の対面診療をした受診月に算定

できる」となっているが、新型コロナウイルスの場合は、特例として、その

時点で請求可か？

・算定はいつから可能か（3月27日（文書発出日）、4月1日なのか）。また、

3如こ遡及して算定可能か。

◎もし可能であれば例として

今まで特定疾患療養管理料を算定していた患者に、電話を用いて診察し処

方箋を交付した場合

電静再診料＋処方箋料＋情報通信機器を用いた場合の管理料（月1回100点）

の算定が可能となります。
・情報通信機器を用いた管理料が規定されている管理料

特定疾患療養管理料・小児科療養指導料・てんかん指導料・難病外来指導管

理料・糖尿病透析予防指導管理料・地域包括診療科・罷知症地域包括診療

科・生活習慣病管理料

厚生局から回答が入り次第、速やかに通知を発出いたします。
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令和2年4月10日

神奈川県医師会

健保委員会委員　　殿

神奈川県医師会

理　事　　石　井　黄　土

4月3日に発送させていただきました、新型コロナウイルス感染症に対する診

療報酬関連の通知ついて、厚生局へ照会中の内容について、日本医師会医療保険

課に確認したところ、下記のとおり回答がございましたのでお知らせいたしま

す。

●確認中の事項

間1事務逮終により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報

通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、

当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療

において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器

を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取

扱いとなるか。

（答）

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計

画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定

されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用い

た診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に

規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。

なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な

見直しを行うこと。

＿以下の点について日本医師会医療保険課の回答。ト　＿

・オンライン診療科に係る届出を行なっていなくとも時限的に算定可能なの

か？

回答：特例措置により算定可能。

情報通信機器を用いた管理料が規定されている管理料

特定疾患療養管理料・小児科療養指導料・てんかん指導料・難病外来

指導管理料・糖尿病透析予防指導管理料・地域包括診療科・認知症地域

包括診療科・生活習慣病管理料

注意：例として、特定疾患療養管理料であれば225点にさらに100点

を加算するということではなく、情報通信機器を用いた場合の

100点のみが算定可能。



・電話のみによる対応で算定可能なのか？

回答：特例措置により算定可能。

・情報通信機器を用いた場合の管理料は、「次の対面診療をした受診月に算定

できる」となっているが、新型コロナウイルスの場合は、特例として、その

時点で請求可か？

回答－：特例措置により算定可能。

・算定はいつから可能か（3月27日（文書発出日）、4月1日なのか）。また、

3月に遡及して算定可能か。

回答：3月27日から算定可能。


